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物件調書 

公募対象地１ 「旧西浦小中学校グラウンド」 
項 目 内 容 備 考 

名 称 旧西浦（にしうら）小中学校グラウンド  

住 所 敦賀市色浜 33 号 1 番 2  

所有者・管理者 敦賀市  

面 積 2,674 ㎡（提案を募集する範囲は平面図に示すとおり） 台帳面積 

地 目 宅地  

抵当権 なし  

その他 
境界確定済 
貸付価格 １６５円／年・㎡ 

 

現 況 西浦小中学校（廃校）の敷地、グラウンドとして整地済み  

眺 望 海水浴場として人気の無人島（水島）を臨む絶好のロケーション  

夕 日 西側（背後）には山、東側に開けており夕日を眺望できない。  

周辺環境 
・敦賀半島の先端に近い位置 
・県道を挟んで敦賀湾に面する。湾内のため比較的穏やか。 
・周囲に民家はなく、背後・左右に山、眼前に海 

 

温泉調査の結果 （令和７年度に調査を実施する予定なし）  

アクセス 
北陸新幹線 敦賀駅から約１４.１ｋｍ 自動車で約２５分 
北陸道 敦賀ＩＣから約１５.７ｋｍ  自動車で約２５分 

 

建築物 器具庫等  ※撤去しても問題ありません。  

工作物 フェンス等 ※撤去しても問題ありません。  

接 道 県道竹波立石縄間線 
車道７ｍ 
側溝 0.6ｍ 
歩道２ｍ 

供
給
設
備 

上水 
簡易水道あり（旧西浦小中学校内に給水あり） 
※既存の簡易水道施設を使用できるかどうかについて、提案する施設において

見込まれる使用量と既存施設の処理能力を踏まえた検討が必要です。 

提案内容によって、新

たな引込み等が必要 

下水 なし（浄化槽で対応） 
提案内容によって、新

たな引込み等が必要 

電気 あり（旧西浦小中学校内に引き込み） 
提案内容によって、新

たな引込み等が必要 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園第２種特別区域 
（主な基準）下記以外の基準も確認してください。 

建物の高さ制限 13ｍ以下 

建物設置位置 
公園事業道路等(県道竹波立石縄間線)から 20ｍ以上確保 

敷地境界等から 5ｍ以上確保 

建築面積 2,000 ㎡以下 ※複数棟建築時は１棟あたり 2,000㎡以下 

建ぺい率 20％以下 

容積率 40％以下 

・土砂災害警戒区域（グラウンドの一部） 
・接道である県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍｍに達した場
合、通行を規制（通行止）する路線 

上記のほか、提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基
づき適切に対応してください。 

 

その他 
・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 
・旧西浦小中学校が災害時の指定避難所、放射線防護対策施設および選
挙の投票所であるため、それらの機能維持が必要です。 

 

【添付資料】 平面図、全景写真、眺望写真 
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「旧西浦小中学校グラウンド」平面図 
 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「旧西浦小中学校グラウンド」遠景写真 

 

 

 

 

 

  

県道竹波立石縄間線 
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「旧西浦小中学校グラウンド」全景写真 

 

「旧西浦小中学校グラウンド」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 

海水浴シーズンの水島 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地１ 旧西浦（にしうら）小中学校グラウンド 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・誘客効果が期待できる飲食施設とします。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は提

案内容を踏まえ敦賀市が決定します。 

・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。 

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。 

 

３ お客様用駐車場の整備について 

・整備、運営する飲食施設のお客様用駐車場も提案書に記載してください。ただし、駐車場の

設置場所や広さ、設置に伴い整備する工作物については敦賀市と優先交渉権者が協議して決

定します。 

 

４ 上水道（簡易水道）について 

 ・既存の簡易水道施設を使用できるかどうかについて、提案する施設において見込まれる使用

量と既存施設の処理能力を踏まえた検討が必要です。 

 

５ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。ただし、実施内容や必要な対策は敦賀市と優先交渉権者の協議によ

り決定します。 

 

６ その他の条件 

・旧西浦小中学校は災害時の指定避難所、放射線防護対策施設になっています。自動車で避難

してきた住民の駐車場、物資運搬車両の積み下ろしスペースなどが必要となるため、避難所

開設時には、そのための駐車スペースを確保してください。なお、駐車スペースの面積につ

いては、提案される施設の内容を踏まえて敦賀市と優先交渉権者の協議により決定します。 

・また、選挙の投票所でもあります。選挙の際の飲食施設の運営方法等については、提案され

る施設の内容を踏まえて敦賀市と優先交渉権者の協議により決定します。 

 

７ 法令等に基づく制限について 

・若狭湾国定公園第２種特別区域に該当し、自然公園法に基づく規制の対象です。 

・公募対象地の一部が土砂災害警戒区域に含まれます。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 

 

８ 異常気象時の通行規制について 

・接道である県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍｍに達した場合、通行を規制（通行

止）する路線です。 
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物件調書 

公募対象地２ 「旧常宮小学校グラウンド」 
項 目 内 容 備 考 

名 称 旧常宮（じょうぐう）小学校グラウンド  

住 所 敦賀市常宮 13 号 25 番地  

所有者・管理者 敦賀市  

面 積 1,665 ㎡（提案を募集する範囲は平面図に示すとおり） 台帳面積 

地 目 宅地  

抵当権 なし  

その他 
境界画定済 
貸付価格 １２６円／年・㎡ 

 

現 況 常宮小学校（廃校）の敷地、グラウンドとして整地済み  

眺 望 海に面した静かな立地  

夕 日 西側（背後）には山、東側に開けており夕日を眺望できない。  

周辺環境 

・敦賀半島の中ほどに位置 
・県道を挟んで敦賀湾に面する。湾内のため比較的穏やか。 
・北側に隣接する常宮神社には国宝「朝鮮鐘」があり。 
・南側には民家が隣接、背後には山、眼前には海 

 

温泉調査の結果 （令和７年度に調査を実施する予定なし）  

アクセス 
北陸新幹線 敦賀駅から約８.７ｋｍ 自動車で約２０分 
北陸道 敦賀ＩＣから約１０.０ｋｍ 自動車で約２０分 

 

建築物 ポンプ室等 ※撤去しても問題ありません。  

工作物 フェンス等 ※撤去しても問題ありません。  

接 道 県道竹波立石縄間線 道路幅６．４ｍ 

供
給
設
備 

上水 上水道あり（旧常宮小学校内） 
提案内容によって、新た

な引込み等が必要 

下水 なし（浄化槽で対応） 
提案内容によって、新た

な引込み等が必要 

電気 あり（旧常宮小学校内） 
提案内容によって、新た

な引込み等が必要 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園第２種特別区域 
（主な基準）下記以外の基準も確認してください。 

建物の高さ制限 13ｍ以下 

建物設置位置 
公園事業道路等(県道竹波立石縄間線)から 20ｍ以上確保 

敷地境界等から 5ｍ以上確保 

建築面積 2,000 ㎡以下 ※複数棟建築時は１棟あたり 2,000㎡以下 

建ぺい率 20％以下 

容積率 40％以下 

・砂防指定区域（グラウンドの一部） 
・土砂災害特別警戒区域（グラウンドの一部） 
・土砂災害警戒区域（グラウンドの一部） 
・接道である県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍｍに達した
場合、通行を規制（通行止）する路線 

上記のほか、提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に
基づき適切に対応してください。 

 

その他 
・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 
・旧常宮小学校が災害時の指定避難所、放射線防護対策施設および選
挙の投票所であるため、それらの機能の維持が必要です。 

 

【添付資料】 平面図、全景写真、眺望写真 
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「旧常宮小学校グラウンド」平面図 
 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

 
 

「旧常宮小学校グラウンド」遠景写真 

 

 

 

 

 

 

  

県道竹波立石縄間線 
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「旧常宮小学校グラウンド」全景写真 

 

 

「旧常宮小学校グラウンド」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 

県道竹波立石縄間線 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地２ 旧常宮（じょうぐう）小学校グラウンド 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・誘客効果が期待できる飲食施設とします。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は提

案内容を踏まえ敦賀市が決定します。 

・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。 

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。 

 

３ お客様用駐車場の整備について 

・整備、運営する飲食施設のお客様用駐車場も提案書に記載してください。ただし、駐車場の

設置場所や広さ、設置に伴い整備する工作物については敦賀市と優先交渉権者が協議して決

定します。 

 

４ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。ただし、実施内容や必要な対策は敦賀市と優先交渉権者の協議によ

り決定します。 

 

５ その他の条件 

・旧常宮小学校は災害時の指定避難所、放射線防護対策施設になっています。自動車で避難し

てきた住民の駐車場、物資運搬車両の積み下ろしスペースなどが必要となるため、避難所開

設時には、そのための駐車スペースを確保してください。なお、駐車スペースの面積につい

ては、提案される施設の内容を踏まえて敦賀市と優先交渉権者の協議により決定します。 

・また、選挙の投票所でもあります。選挙の際の飲食施設の運営方法等については、提案され

る施設の内容を踏まえて敦賀市と優先交渉権者の協議により決定します。 

 

６ 法令等に基づく制限について 

・若狭湾国定公園第２種特別区域に該当し、自然公園法に基づく規制の対象です。 

・公募対象地の一部が砂防指定区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域に含まれま

す。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 

 

７ 異常気象時の通行規制について 

・接道である県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍｍに達した場合、通行を規制（通行

止）する路線です。 
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物件調書 

公募対象地３ 「水晶浜の見える丘」 

項 目 内 容 

名 称 水晶浜（すいしょうはま）の見える丘 

住 所 美浜町竹波８３号２ 

所有者・管理者 民有地（当該地の町への売買、賃借について、使用目的を含め、地権者の内諾を得ている。） 

面 積 約 10,000 ㎡（提案を募集する範囲は全景写真に示すとおり） 

地 目 山林 

抵当権 なし 

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、基本協定締結後に実施 

現 況 
・別荘（廃墟）、体育館（廃墟）、資材置き場 
・海抜１７ｍ程度の高台に山林が広がり、西に向かって開ける地形 

眺 望 ・日本の水浴場 88 選に選定された水晶浜(H12 年度選定)と若狭湾 

夕 日 ・樹木を伐採すれば一年を通して日本海に沈む夕日を眺望できる 

周辺環境 

・地権者名義の広大な山林の中にありプライベート感が強い 
・眼前（徒歩５分程度）に海水浴場として人気の水晶浜 
・水晶浜沿いの県道と募集対象地には大きな高低差あり 
・県道と募集対象地の出入りは地権者が敷地内に整備した私道 

温泉調査の結果 （令和７年度に調査を実施する予定なし） 

アクセス 
北陸新幹線 敦賀駅から    自動車で約２０分 
ＪＲ小浜線 美浜駅から    自動車で約１５分 
舞鶴若狭道 若狭美浜ＩＣから 自動車で約１０分 

建築物 
ＲＣ造地上４階・地下１階建ての別荘 
※所有者が取り壊す予定。年度内の除却完了を目指し、手続きを進めている。 

工作物 なし 

接 道 
地権者が敷地内に整備した私道 
（共用することに承諾を得ています。） 

供
給
設
備 

上水 上水道施設なし。町と協議して方針を決定する。 

下水 下水道施設なし。町と協議して方針を決定する。 

電気 敷地内に電気が引き込まれている。 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園 第２種特別地域 
（主な基準）下記以外の基準も確認してください。 

建物の高さ制限 13ｍ以下 

建物設置位置 
公園事業道路等(県道佐田竹波敦賀線)から 20ｍ以上確保 

敷地境界等から 5ｍ以上確保 

建築面積 2,000 ㎡以下 ※複数棟建築時は１棟あたり 2,000㎡以下 

建ぺい率 20％以下 

容積率 40％以下（第３種特別地域は容積率 60％以下） 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要 
・接道である県道佐田竹波敦賀線や周辺の県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍ
ｍに達した場合、通行を規制（通行止）する路線 

上記のほか、提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基づき適切に対応
してください。 

その他 
・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 
・公募対象地から北方に美浜原子力発電所が見えます。 

【添付資料】 全景写真、眺望写真
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「水晶浜の見える丘」全景写真 
 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

・赤線は土地の境界を正確に示すものではない。優先交渉者と基本協定を締結後、必要に応

じて境界の確認を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「水晶浜の見える丘」遠景写真 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別荘跡 

県道佐田竹波敦賀線 
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「水晶浜の見える丘」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 
 

 

水晶浜から見える夕日 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地３ 水晶浜（すいしょうはま）の見える丘 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・所得の高い国内外の観光客を主なターゲットとする客単価の高い宿泊施設とします。 

（リゾートホテル、会員制ホテル、オーベルジュ等） 

・価格帯や客層等が美浜町内の既存の宿泊施設と明確に差別化できるものとしてください。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設や民家等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、

提案内容を踏まえ美浜町が決定します。 

・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。 

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。 

 

３ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。ただし、実施内容や必要な対策は美浜町と優先交渉権者の協議によ

り決定します。 

 

４ 接道について 

・「水晶浜の見える丘」は県道佐田竹波敦賀線に面する土地ですが、県道との高低差があり県

道から直接進入できる道路がありません。 

・「水晶浜の見える丘」と県道をつなぐ現況の道路は地権者が管理する私道です。共用するこ

とについて地権者の承諾を得ていますが、利用方法は地権者と町が協議して決定します。 

 

５ 法令等に基づく制限について 

・若狭湾国定公園第２種特別区域、第３種特別区域に該当し、自然公園法に基づく規制の対象

です。 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 

 

６ 異常気象時の通行規制について 

・接道である県道佐田竹波敦賀線や周辺の県道竹波立石縄間線は、連続雨量が１４０ｍｍに達

した場合、通行を規制（通行止）する路線です。 
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物件調書 

公募対象地４ 「久々子湖の見える丘」 
項 目 内 容 

名 称 久々子湖（くぐしこ）の見える丘 

住 所 美浜町金山１号１－１、２号３－１他 

所有者・管理者 民有地（当該地の町への売買、賃借について、使用目的を含め、地権者の内諾を得ている。） 

面 積 約 22,000 ㎡（提案を募集する範囲は全景写真に示すとおり） 

地 目 山林 

抵当権 なし 

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、基本協定締結後に実施 

現 況 ・畑（海抜１５ｍ程度） 

眺 望 ・西側の眼下に久々子湖（三方五湖のひとつ）が広がる。 

夕 日 ・久々子湖対岸の山に太陽が沈み、湖に映る夕日を見ることができる。 

周辺環境 

・三方五湖は国指定名勝、ラムサール条約湿地に登録 
※特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約 

・三方五湖地域は日本農業遺産に認定（平成 30 年度認定） 
・三方五湖の周囲にはゴコイチサイクリングコースあり（約 30ｋｍ） 
・ﾚｲﾝﾎﾞｰﾗｲﾝ、ﾚｲｸｾﾝﾀｰ、園芸 LABO の丘などの観光施設も近い。 

温泉調査の結果 
掘削深度６００ｍで２０℃前後、湧出量は概ね３０リットル／分程度と推定されます。 
温度が低いため溶存物質量の規定による温泉法の条件を満たす必要があります。 

アクセス 
北陸新幹線 敦賀駅から   自動車で約３０分（国道２７号利用時） 
ＪＲ小浜線 美浜駅から   自動車で５分 
舞鶴若狭道 若狭三方ＩＣから自動車で５分 

建築物 なし 

工作物 なし 

接 道 

町道久々子・気山線に面する。 

※町道とは高低差があり、現況では車両が町道から進入できないが、町道からの出入

用通路を造成することはできる。 

供
給
設
備 

上水 敷地内に上水施設はないが、隣接地に上水が供給されている。 

下水 敷地内に下水施設はないが、隣接地に下水が供給されている。 

電気 敷地内に電気設備はないが、隣接地に電気が供給されている。 

法令による 
主な制限 

・埋蔵文化財包蔵地 
・開発面積が３，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 
（都市計画区域 非線引区域） 
上記のほか、提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基づき適切に対応
してください。 

その他 ・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 

【添付資料】 全景写真、眺望写真
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「久々子湖の見える丘」 
 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

・赤線は土地の境界を正確に示すものではない。優先交渉者と基本協定を締結後、必要に応

じて境界の確認を実施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「久々子湖の見える丘」全景写真 
公募対象地の位置は赤丸付近 

 
 

 

町
道
久
々
子
・
気
山
線 
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「久々子湖の見える丘」付近からの眺望（高さ１０．５ｍ目線） 

 

 
 

 

「久々子湖の見える丘」付近からみえる夕日 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地４ 久々子湖（くぐしこ）の見える丘 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・所得の高い国内外の観光客を主なターゲットとする客単価の高い宿泊施設とします。 

（リゾートホテル、会員制ホテル、オーベルジュ等） 

・価格帯や客層等が美浜町内の既存の宿泊施設と明確に差別化できるものとしてください。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設や民家等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、

提案内容を踏まえ美浜町が決定します。 

・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。 

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。 

 

３ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。ただし、実施内容や必要な対策を美浜町と優先交渉権者の協議によ

り決定します。 

 

４ 接道について 

・「久々子湖の見える丘」は幹線町道久々子・気山線に面する土地ですが、道路との高低差が

あります。 

・現況では町道から直接進入できる道路がありませんが、町道からの出入用通路を造成するこ

とはできます。 

 

５ 法令等に基づく制限について 

・龍澤寺遺跡を包蔵しており、提案施設を整備するにあたり町と協議が必要になります。 
・開発面積が３，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 
（都市計画区域 非線引区域） 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



 

 

物件調書 

公募対象地５ 「若狭鯉川シーサイドパーク」 
 

項 目 内 容 

名 称 若狭鯉川（わかさこいかわ）シーサイドパーク 

住 所 小浜市鯉川（若狭鯉川シーサイドパーク内） 

所有者・管理者 福井県 

面 積 約 47,000 ㎡（提案を募集する範囲は平面図、全景写真に示すとおり） 

地 目 雑種地 他 

抵当権 なし 

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、基本協定締結後に実施 

現 況 
・７月、８月頃のみ海水浴場として開放 
・敷地内の駐車スペースは約７００台分あり。 

眺 望 
・眼前に小浜湾が広がる。 
・小浜湾の青と大島半島、内外海半島の緑のコントラストが映える。 

夕 日 ・西側に見える青葉山（若狭富士）の方角に沈む夕日を眺望できる。 

周辺環境 

・マリーナを備える小規模な宿泊施設が隣接 
・通行量の多い国道２７号に隣接 
・北側が小浜湾に面しており、台風などによる荒天時や冬場の北寄りの風により発生す
る潮風を受ける場合がある。 

温泉調査の結果 （令和７年度に調査を実施する予定なし） 

アクセス 
北陸新幹線 敦賀駅から  自動車で約５０分（舞鶴若狭道利用時） 
ＪＲ小浜線 若狭本郷駅から自動車で５分 
舞鶴若狭道 小浜西ＩＣから自動車で２分 

建築物 
監視塔施設、シャワー室、トイレ、休憩施設 等 
（撤去や移設の可否等については募集条件を参照してください。） 

工作物 護岸、突堤 等（撤去、移設など不可） 

接 道 国道２７号 

供
給
設
備 

上水 敷地内に上水道を整備済 

下水 
敷地内に下水道（農業集落排水施設）を整備済 
※処理能力に余裕はありますが、想定する処理量は事前にお伝えいただき、場合によっ
ては地元との協議が必要になります。 

電気 敷地内に電気が引き込まれている。 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園 普通地域 
（高さ１３ｍまたは延床面積１，０００㎡を超える建築物を建てる場合に、事前の届出
が必要） 

・海岸保全区域 
・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要 
提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基づき適切に対応してくださ
い。 

その他留 ・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 

【添付資料】 平面図、全景写真、眺望写真
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「若狭鯉川シーサイドパーク」平面図 
 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

・赤線は土地の境界を正確に示すものではない。優先交渉者と基本協定を締結後、必要に応

じて境界の確認を実施するものとする。 

 
 

「若狭鯉川シーサイドパーク」全景写真 
 

  

国道２７号 
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「若狭鯉川シーサイドパーク」の遠景 
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「若狭鯉川シーサイドパーク」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 

「若狭鯉川シーサイドパーク」から青葉山を望む遠景  
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地５ 若狭鯉川（こいかわ）シーサイドパーク（１） 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・誘客効果が期待できる宿泊施設や飲食施設等、「みなと緑地ＰＰＰ」の制度が想定する収益

施設とします。 

・価格帯や客層等が小浜市内などの既存宿泊施設と明確に差別化できるものとしてください。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する民家や事業所等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 海水浴場としての運営に必要な機能や緑地の確保について 

・若狭鯉川シーサイドパークは住民や観光客が自由に出入りしてレジャーなどを楽しめる公共

的なスペースとして利用されており、県外からの参加者もあるビーチバレーの大会も開催さ

れています。 

・提案する内容は、公共的なスペースや海水浴場としての機能などと両立できる計画としてく

ださい。 

・公共的なスペースや海水浴場としの機能や緑地スペースを維持する広さ、内容は、県、小浜

市、優先交渉権者が協議して決定します。 

 

３ みなと緑地ＰＰＰの制度について 

・若狭鯉川シーサイドパークは「みなと緑地ＰＰＰ」の制度が適用されます。 

・「みなと緑地ＰＰＰ」は官民連携により港湾区域の賑わい空間を創出するための制度です。 

・港湾区域内の緑地等に宿泊施設や飲食施設等の収益施設を整備し、その収益の一部を還元し

て緑地等のリニューアルや休憩施設、案内施設、駐車場など公共的な機能を整備して維持管

理する事業を実施する民間事業者に対し、緑地等の行政財産の長期貸付を可能とする認定制

度です。貸付期間は３０年以内になります。 

・詳細を国土交通省のホームページで確認し、当該制度が求める条件や必要な手続きなどを踏

まえて提案してください。 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000061_2.html 

・実施協定締結や土地の貸し付けに関する手続きを進めるためには、県や小浜市などとの協

議・調整を完了後、「みなと緑地ＰＰＰ」の制度に基づき港湾環境整備計画を福井県に提出

し認定を受けることが必要です。 

 

４ 収益還元により整備・運営する公共的な機能について 

・緑地等のリニューアルや休憩施設、案内施設、駐車場など、若狭鯉川シーサイドパーク利用

者にとって利便性の高い施設等、収益を還元する公共的な機能の整備・維持管理について提

案してください。 

・収益還元により整備する施設等の内容や規模は、提案内容を踏まえて県、小浜市、優先交渉

権者が協議により決定します。 

・収益還元により整備される施設等は、貸付期間終了後に県または小浜市に帰属する施設とし

ます。 

・貸し付ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持してくださ

い。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。 

 

５ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。 

・貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、提案内容を踏まえ県、小浜市が協議して決定します。 

・ただし、海水浴場の機能を維持するために必要なスペースや緑地スペースは貸し付ける対象

としません。 

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。 
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公募対象地５ 若狭鯉川（こいかわ）シーサイドパーク（２） 

 

６ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。ただし、実施内容や必要な対策は県、小浜市、優先交渉権者の協議

により決定します。 

 

７ 法令に基づく制限について 

・若狭湾国定公園普通地域であり、高さ１３ｍまたは延床面積１，０００㎡を超える建築物を

建てる場合に、事前の届出が必要になります。 

・海岸保全区域です。 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 
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物件調書 

公募対象地６「長井浜海水浴場」 
 

項 目 内 容 

名 称 長井浜（ながいはま）海水浴場 

住 所 おおい町長井第 43 号 1 番地および第 43 号 3 番地 1 

所有者・管理者 福井県 

面 積 
約 43,700 ㎡（緑地帯約 22,000 ㎡ 駐車場約 21,700 ㎡） 
（提案を募集する範囲は全景写真に示すとおり） 

地 目 雑種地 

抵当権 なし 

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、優先交渉権者選定後に実施 

現 況 
・白砂の美しい広大な海水浴場 
・主に海水浴場やビーチスポーツを楽しむ施設として利用されている。 
・高齢者のゲートボールやイベントキャンプ等にも利用されている。 

眺 望 
・眼前に小浜湾が広がる。 
・小浜湾の青と大島半島、内外海半島の緑のコントラストが映える。 

夕 日 ・青葉山（若狭富士）、青戸大橋の方角に沈む夕日を眺望できる。 

周辺環境 

・通行量が多い国道２７号に隣接 
・付近に公設民営のマリーナあり 
・数分の距離にある「うみんぴあ大飯」には、道の駅、スーパー、ホームセンター、複合
商業施設、観光施設、公園、ホテルなどが集積 

・北側が小浜湾に面しており、台風などによる荒天時や冬場の北寄りの風により発生す
る潮風などにより建物へ影響が出る可能性あり。 

温泉調査の結果 （令和７年度に調査を実施する予定なし） 

アクセス 

北陸新幹線 敦賀駅から   自動車で約５０分（舞鶴若狭道利用時） 
ＪＲ小浜線 若狭本郷駅から 自動車で約１０分 
舞鶴若狭道 小浜西ＩＣから 自動車で約５分 

大飯高浜ＩＣから自動車で約２０分 

建築物 
休憩所、管理棟、サニタリー棟４棟等 
（撤去や移設の可否等については募集条件を参照してください。） 

工作物 護岸、突堤 等（撤去、移設など不可） 

接 道 国道２７号 

供
給
設
備 

上水 上水道整備済み 

下水 下水道は敷設されておらず浄化槽設置済み（県設置） 

電気 
募集範囲内まで電線は来ているが、建物を新築する場合は、そこへの引き込みは別途必
要 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園 普通地域 
（高さ１３ｍまたは延床面積１，０００㎡を超える建築物を建てる場合に事前の届出が
必要） 

・港湾区域（和田港海岸） 
・海岸保全区域 
・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要 
提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基づき適切に対応してください。 

その他 
・施設出入口に信号機はありません。 
・砂浜・堤防および多目的グラウンド敷地は募集対象外とします。 
・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 

【添付資料】 全景写真、眺望写真 
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簡易水道について 

 

  現施設は、町の簡易水道に接続し、施設独自の受水槽を保有している。 

  新たな施設においても、現行施設への接続と敷地内の管路整備に加え、独自の受水槽の

設置について、自己負担での対応をお願いしたい。 

  新たな施設への水道供給量については、1日最大 100㎥、1日平均 50㎥程度までなら現

行施設で対応可能と考えられるが、この件については、具体的な施設内容等を踏まえ改め

て協議させていただきたい。 

  簡易水道による新たな給水申込を行う際、加入金が必要となる。 

加入金の額は口径に応じて、次のとおり。 

口径 
加入金の額 

新設 改造 

２０mmまで ４０，０００円 

新口径と旧口径の加入金の差額 

２５mm ８０，０００円 

３０mm １３０，０００円 

４０mm ３００，０００円 

５０mm ５００，０００円 

７５mm １，０００，０００円 

 

 
農業集落排水施設について 

 

町の農業集落排水処理の計画区域内であるが、現施設は単独の合併処理浄化槽により

排水処理を行っている。 

集落排水の管路（200mm）が施設に隣接する国道 27 号に布設されているが、排水管の

勾配確保が困難と考えられるため、新たな施設においても、独自の合併処理浄化槽が必

要となる。 

合併処理浄化槽は、原因者（新たな施設の事業主体）において設置することとなり、

その費用も自己負担となる。 

町には次の補助制度があるが、補助対象は処理対象人員５０人以下の合併処理浄化槽

となっている。 

 

(参考) おおい町合併処理浄化槽設置事業補助金 

人 槽 区 分      補助金額 

５人槽   ３９０，０００円 

６～７人槽    ４７４，０００円 

８～１０人槽    ６６０，０００円 

１１～２０人槽  １，００２，０００円 

２１～３０人槽  １，５４５，０００円 

３１～５０人槽  ２，１２９，０００円 
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「長井浜海水浴場」全景写真 

 

 
 

 

「長井浜海水浴場」遠景 

 

 

 

 

国道２７号 

夕陽ヶ丘 

(展望広場) 

サニタリー棟① 

（トイレ） 

サニタリー棟② 

（トイレ） 

サニタリー棟③ 

（トイレ） 

サニタリー棟④ 

（トイレ） 

多目的グラウン

ド 

（除外地） 
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「長井浜海水浴場」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 
 

「長井浜海水浴場」周辺の施設 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地６ 「長井浜（ながいはま）海水浴場」（１） 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

 ・誘客効果が期待できる宿泊施設や飲食施設等、「みなと緑地ＰＰＰ」の制度が想定する収益 

施設とします。 

・価格帯や客層等がおおい町内などの既存宿泊施設と明確に差別化できるものとしてくださ

い。 

・「観光誘客施設」整備後、運営にあたり地元食材を活用したメニューを導入して下さい。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

 ・提案内容は日照や騒音など隣接する施設や民家等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ みなと緑地ＰＰＰの制度について  

・長井浜海水浴場は「みなと緑地ＰＰＰ」の制度が適用されます。  

・「みなと緑地ＰＰＰ」は官民連携により港湾区域の賑わい空間を創出するための制度です。 

・港湾区域内の緑地等に宿泊施設や飲食施設等の収益施設を整備し、その収益の一部を還元し

て緑地等のリニューアルや休憩施設、案内施設、駐車場など公共的な機能を整備して維持管

理する事業を実施する民間事業者に対し、緑地等の行政財産の長期貸付を可能とする認定制

度です。貸付期間は３０年以内になります。 

・詳細を国土交通省のホームページで確認し、当該制度が求める条件や必要な手続きなどを踏

まえて提案してください。 

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000061_2.html 

・実施協定締結や土地の貸し付けに関する手続きを進めるためには、県やおおい町などとの協

議・調整を完了後、「みなと緑地ＰＰＰ」の制度に基づき港湾環境整備計画を福井県に提出し

認定を受けることが必要です。  

  

３ 収益還元により整備・運営する公共的な機能について  

・緑地等のリニューアルや休憩施設、案内施設、駐車場など、長井浜海水浴場利用者にとって

利便性の高い施設等、収益を還元する公共的な機能の整備・維持管理について提案してくだ

さい。  

・収益還元により整備する施設等の内容や規模は、提案内容を踏まえて県、おおい町、優先交

渉権者が協議により決定します。 

・収益還元により整備される施設等は、貸付期間終了後に県またはおおい町に帰属する施設と

します。 

 

４ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

 ・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、

原則として「砂浜・堤防」および「多目的グラウンド」を除く範囲としますが、提案内容を

踏まえ県、おおい町、地元区、優先交渉権者の協議により決定します。 

 ・貸し付ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持してくださ

い。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。  

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。  

 

５ 接道について 

 ・「長井浜海水浴場」は国道２７号線に面していますが、施設出入口に信号機はありません。 
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公募対象地６ 「長井浜（ながいはま）海水浴場」（２） 

６ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案を行うこ

とができます。ただし、実施内容や必要な対策を県、おおい町、優先交渉権者の協議により

決定します。 

 

７ 法令に基づく制限について 

・若狭湾国定公園普通地域であり、高さ１３ｍまたは延床面積１，０００㎡を超える建築物を

建てる場合に、事前の届出が必要になります。 

・和田港海岸の港湾区域 

・海岸保全区域 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きを各種法令に基づき適切に対応してください。 

 

８ その他の条件 

・マリンスポーツの普及を目的として活動している団体（おおいビーチクラブ）の活動が継続

できるよう町と協議が必要になります。 

・駐車場は美浜発電所で原子力災害が発生した際の拠点避難所に指定されています。駐車場に

も施設等を設置したい場合、提案される施設の内容を踏まえておおい町、県、優先交渉権者

の協議により決定します。 
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物件調書 

公募対象地７「赤礁崎ベイサイドパーク」 
項 目 内 容 

名 称 赤礁崎（あかぐりざき）ベイサイドパーク 

住 所 
おおい町大島第 20 号 1 番地、第 20 号 4 番地、第 21 号 1 番地、第 21 号 2 番地、第 21 号 5
番地、第 21 号 8 番地、第 21 号 10 番地、第 21 号 98 番地 1、第 22 号 1 番地 

所有者・管理者 おおい町 

面 積 約 59,679 ㎡（提案を募集する範囲は全景写真、平面図に示すとおり） 

地 目 公園、山林 

抵当権 なし 

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、基本協定締結後に実施 

現 況 
子供向け遊具などを備えた「あかぐり苑地」 
（入場料 100 円、駐車代 500 円） 

眺 望 若狭湾（小浜湾）を臨む絶好のロケーション 

夕 日 
東に向かって開けており、西側には山林が広がっていることから夕日を見ることはできな
い。 

周辺環境 
・大島半島の先端部に位置し、目の前には対岸の内外海半島 
・背後の山と眼前の小浜湾に挟まれたプライベート感の強い場所 
・オートキャンプ場が隣接（町が施設を運営管理） 

温泉調査の結果 
掘削深度１，０００ｍで２０℃前後、湧出量は概ね３０リットル／分程度と推定されます。 
温度が低いため溶存物質量の規定による温泉法の条件を満たす必要があります。 

アクセス 

北陸新幹線 敦賀駅から    自動車で約６０分（舞鶴若狭道利用時） 
ＪＲ小浜線 若狭本郷駅から  自動車で約１０分 
舞鶴若狭道 小浜西ＩＣから  自動車で約２０分 

大飯高浜ＩＣから 自動車で約２５分 

建築物 入場ゲート、作業小屋、トイレ棟（２棟）（全て撤去可） 

工作物 
ふわふわドーム（膜状トランポリン）、休憩用テント、展望台、テーブル、ベンチ（全て撤
去可） 

接 道 

・袖ヶ浜海水浴場方向からオートキャンプ場入口付近までは町道長浜袖ヶ浜線（自動車通
行可） 

・オートキャンプ場入口からベイサイドパークまではキャンプ場内の道路（自動車通行可） 
・塩浜海水浴場方向から離島までは町道赤礁崎２号線（幅員２ｍ程度） 
（ただし波による洗堀により通行不可） 

供
給
設
備 

上水 あかぐり苑地は上水道整備済み。離島（赤礁）は未整備 

下水 あかぐり苑地は合併処理浄化槽により対応。離島（赤礁）は未整備 

電気 募集範囲内まで電線は来ているが、建物を新築する場合は、そこへの引き込みは別途必要 

法令による 
主な制限 

・若狭湾国定公園第２種特別区域 
（主な基準）下記以外の基準も確認してください。 

建物の高さ制限 13ｍ以下 

建物設置位置 
公園事業道路等(敷地内道路や通路)から両側に 20ｍ以上確保 

敷地境界等から 5ｍ以上確保 

建築面積 2,000 ㎡以下 ※複数棟建築時は１棟あたり 2,000㎡以下 

建ぺい率 20％以下 

容積率 40％以下 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要 
 

その他 
・赤礁埼灯台の設置個所は募集対象地に含みません。 
・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 

【添付資料】 全景写真、平面図、眺望写真
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簡易水道について 

 

  現施設は、隣接する赤礁崎オートキャンプ場（県施設）の給水設備に接続して給水を行

っている。 

赤礁崎オートキャンプ場については、町の簡易水道に接続のうえ、独自の受水槽を施設

南側の山上に設け、そこから施設全体への給水を行っている。 

  新たな施設においても、赤礁崎オートキャンプ場と同様に、町の簡易水道への接続と独

自の管路整備に加え、独自の受水槽の設置について、自己負担での対応をお願いしたい。 

  新たな施設への水道供給量については、1日最大 100㎥、1日平均 50㎥程度までなら現

行施設で対応可能と考えられるが、この件については、具体的な施設内容等を踏まえ改め

て協議させていただきたい。 

  簡易水道による新たな給水申込を行う際、加入金が必要となる。 

 

加入金の額は口径に応じて、次のとおり。 

口径 
加入金の額 

新設 改造 
２０mmまで ４０，０００円 

新口径と旧口径の加入金の差額 

２５mm ８０，０００円 

３０mm １３０，０００円 

４０mm ３００，０００円 

５０mm ５００，０００円 

７５mm １，０００，０００円 

 

 

農業集落排水施設について 

 

現施設は、町の農業集落排水処理の計画区域外であり、隣接する赤礁崎オートキャン

プ場（県施設）の合併処理浄化槽において排水処理を行っている。 

新たに整備する施設についても、独自の合併処理浄化槽が必要となる。 

合併処理浄化槽は、原因者（新たな施設の事業主体）において設置することとなり、

その費用も自己負担となる。 

町には次の補助制度があるが、補助対象は処理対象人員５０人以下の合併処理浄化槽

となっている。 

 

(参考) おおい町合併処理浄化槽設置事業補助金 

人 槽 区 分      補助金額 

５人槽   ３９０，０００円 

６～７人槽    ４７４，０００円 

８～１０人槽    ６６０，０００円 

１１～２０人槽  １，００２，０００円 

２１～３０人槽  １，５４５，０００円 

３１～５０人槽  ２，１２９，０００円 
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「赤礁崎ベイサイドパーク」および周辺状況 

 

ベイサイドパークへの進入路 

 
 

「赤礁崎ベイサイドパーク」全景 

 

・青着色箇所の地目は山林、黄色着色箇所の地目は公園 

 
 

募集範囲から除外する灯台用地 

離島 

離島 

ベイサイドパーク 

町道赤礁崎２号線 

オートキャンプ場（町管理） 町道長浜袖ヶ浜線 

塩浜海水浴場 

あかぐり海釣公園 

袖ヶ浜浜海水場浴場 

敷地内道路 
（自動車通行可） 

通行不可 

敷地内通路 

（徒歩可） 

通行ゲート 
（徒歩でのみ入場可能） 

駐車場 
（自動車はここまで） 

敷地内道路 
（自動車通行可） 

敷地内通路 
（徒歩可） 

町道赤礁崎２号線 

通行不可 

駐車場 
（自動車はここまで） 
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「赤礁崎ベイサイドパーク」平面図 

 

・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。（ただし灯台用地は除く） 

・赤線は土地の境界を正確に示すものではない。優先交渉者と基本協定を締結

後、必要に応じて境界の確認を実施するものとする。 

 
 

 

 

「赤礁崎ベイサイドパーク」施設配置図 

 

 
 

  

離島 

町道赤礁崎２号線 
（幅員２ｍ程度） 

通行不可 

ベイサイドパーク 

ふわふわ広場 

休憩用テント 

展望台 

トイレ 

通行ゲート 

（徒歩でのみ入場可能） 

敷地内通路 
（幅員２ｍ程度) 

敷地内通路 

（幅員２ｍ程度) 

通行ゲート 
（徒歩でのみ入場可能） 
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「赤礁崎ベイサイドパーク」遠景 

 

 

 

「赤礁崎ベイサイドパーク」からの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 

 

 

  

離島 

ベイサイドパーク 

エンゼルライン 内外海半島 

灯台 
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公募対象地別の募集条件等 

 

公募対象地７ 「赤礁崎（あかぐりざき）ベイサイドパーク」 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・誘客効果が期待できる観光・商業施設等とします。宿泊施設を提案する場合は、価格帯や客

層等がおおい町内の既存の宿泊施設と明確に差別化できるものとしてください。 

・「観光誘客施設」整備後、運営にあたり地元食材を活用したメニューを導入して下さい。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設や民家等に影響を与えないものとしてください。 

 

２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

 ・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします。貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、

原則として赤礁崎灯台用地（国有地）を除く範囲とします。 

 ・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。  

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。  

 

３ 接道について 

・袖ヶ浜海水浴場方向からオートキャンプ場入口までは長浜袖ヶ浜線 

  「物件調書」の『「赤礁崎ベイサイドパーク」および周辺状況』における緑色の矢印 

・オートキャンプ場入口からベイサイドパークまではキャンプ場内の道路 

「物件調書」の『「赤礁崎ベイサイドパーク」および周辺状況』における黒色の矢印 

・塩浜海水浴場方向から離島までは町道赤礁崎２号線がありますが、過去の災害の影響で通行

不可となっており、現在、復旧の計画はありません。 

「物件調書」の『「赤礁崎ベイサイドパーク」および周辺状況』における青色の矢印 

 

４ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。 

 ・「赤礁埼灯台」付近に新規で建築物および工作物を設置する場合は、設置の範囲について、

海上保安庁、おおい町、その他関係官庁と協議して、適切に対応してください。 

 

５ 法令に基づく制限について 

・若狭湾国定公園第２種特別区域に該当し、自然公園法に基づく規制の対象です。 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 

・離島における開発を計画する場合は、離島にある灯台の運用や管理に支障が生じないよう、

灯台を管理運用する海上保安庁およびその他の関係官庁との協議が必要になります。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 
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物件調書 

公募対象地８「頭巾山青少年旅行村」 
項 目 内 容 備 考 

候補地名 頭巾山（とうきんざん）青少年旅行村  

住 所 おおい町名田庄納田終第 109 号 4 番地 1 他  

所有者・管理者 おおい町  

面 積 約 114,500 ㎡  

地 目 宅地  

抵当権 なし  

その他 隣地との境界確認や地積測量、貸付額の算定は、基本協定締結後に実施  

現 況 
自然に囲まれた静かな環境の中にあり、バーベキュー場やスポーツ施設等が
整っているアウトドア・レクリエーション施設です。 

 

眺 望 
自然の形状をいかした整備となっており広々とした空間に空の蒼と自然の
碧のバランスが取れた環境 

 

夕 日 山に囲まれており、夕日を見ることはできない  

周辺環境 

・京都府との県境に近い山間の土地 
・県が管理する道の駅が隣接 
・陰陽道安倍晴明の子孫が応仁の乱を避けて三代にわたり移住 
・周辺には、陰陽道の歴史を学ぶことができる「暦会館」や「野鹿の滝」
があり、自然と文化を楽しめるスポット 

 

温泉調査の結果 極めて少量（毎分数リットル程度）となる可能性が高い。  

アクセス 

北陸新幹線 敦賀駅から    自動車で約６０分（舞鶴若狭道利用時） 
ＪＲ小浜線 小浜駅から    自動車で約３０分 
舞鶴若狭道 大飯高浜ＩＣから 自動車で約２０分 
      小浜ＩＣから   自動車で約３０分 

 

建築物 
ホテル流星館、道の駅名田庄、暦会館、バンガロー、バーベキューハウ
ス・バーベキューガーデン、コンベンションホール、トイレ、更衣室・シ
ャワー室（撤去や移設の可否等については募集条件を参照してください。） 

 

工作物 
テニスコート、芝グラウンド、ソフトボールグラウンド、グラウンド・ゴ
ルフ場、芝生広場 
（撤去や移設の可否等については募集条件を参照してください。） 

 

接 道 国道 162 号、町道小和田２号線、町道旅行村線 
敷地内に
町道等有 

供
給
設
備 

上水 上水道整備済み  

下水 
バーベキューハウスまでは集落排水施設を整備済みである。 
バンガローのみ町が浄化槽を設置 

 

電気 
募集範囲内まで電線は来ているが、建物を新築する場合は、そこへの引き
込みは別途必要 

 

法令による 
主な制限 

・エリアＡに流れる骨谷川周囲は砂防指定地域 
・エリアＡ、エリアＢの一部は土砂災害警戒区域 
・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要 
・接道である国道１６２号（公募対象地付近～京都府との県境区間）は、連
続雨量が１５０ｍｍに達した場合、通行を規制（通行止）する。 

提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切
に対応してください。 

 

その他留意事項 
・コンベンションホールが災害時の指定避難所であるため、優先交渉権者
において撤去等を行う場合は町と協議してください。 

・電気料金の割引支援については福井県企業立地ガイドをご覧ください。 
 

【添付資料】 平面図、全景写真、眺望写真 
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簡易水道について 

 

  現施設を給水区域に含む西部地区簡易水道施設は、ホテル流星館が設置される以前に整

備されたこともあり、現在の給水能力は、ほぼ余裕がない現状となっている。 

  新たに施設が整備されても、現施設の給水規模（1 日最大 27 ㎥、1 日平均 24 ㎥程度）

に変更がないのであれば、町の簡易水道施設の増強は不要であるが、給水規模が増えると

想定される場合は、町において簡易水道施設の増強工事を行う必要が生じる。 

  町の簡易水道施設の増強が不要である場合は、原因者（新たな施設の事業主体）は、自

己負担により、施設エリア内に布設された簡易水道施設へ接続するだけで良い。 

町の簡易水道施設の増強工事が必要となる場合は、エリア内の管路への接続費用に加え、

施設増強に係る工事費の全額を、原因者負担金として町に納めていただくこととなる。 

増強工事には、計画策定から設計および工事施工まで、最短で概ね 3年、状況によって

は 5年程度の時間を要し、現時点で工事費を見積ることは困難である。 

  簡易水道による新たな給水申込を行う際、加入金が必要となる。 

 

加入金の額は口径に応じて、次のとおり。 

口径 
加入金の額 

新設 改造 

２０mmまで ４０，０００円 

新口径と旧口径の加入金の差額 

２５mm ８０，０００円 

３０mm １３０，０００円 

４０mm ３００，０００円 

５０mm ５００，０００円 

７５mm １，０００，０００円 

 

 

農業集落排水施設について 

 

現施設は、農業集落排水処理施設の計画区域内であり、施設エリア内に布設された町

管理の本管（道の駅・ホテル流星館エリア：200㎜、スポーツ施設エリア：150mm）に接

続し、排水処理を行っている。 

新たに整備する施設においても、自己負担で町管理の本管に接続し排水処理すること

となる。 

施設独自の合併処理浄化槽の設置は、不要と考えられる。 

農業集落排水施設へ接続する際は、受益者負担金 88,000円が必要となる。（合併浄化

槽の場合は、負担金は不要） 
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「頭巾山青少年旅行村付近」平面図 

 
・提案を募集する範囲は赤線で囲まれた範囲とする。 

・赤線は土地の境界を正確に示すものではない。優先交渉者と基本協定を締結後、必要に

応じて境界の確認を実施するものとする。 

 

 
 

 

〇枠内の拡大写真 

 道の駅名田庄と暦会館は公募対象地に含まれません。 

 
  

○枠内の拡大写真を下記に掲載 

エリアＡ 

エリア B 

道の駅名田庄 

暦会館 

エリアＡ 
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「頭巾山青少年旅行村」全景写真 

エリアＡの全景 

 

 

 

 

エリアＡ エリア B 

エリアＡ 

京都府方面 

小浜市方面 

R162 

町道小和田２号線 

暦会館 

道の駅 

町営ホテル流星館 

バンガロー 

バーベキュー施設 

道の駅 

暦会館 
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エリアＢの全景 

 

 

エリアＡからの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 
 

 

エリア B 
エリアＡ 

ソフトボール場 

コンベンションホール 

テニスコート 

サッカー場 
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エリアＢからの眺望（高さ１０．５ｍの目線） 

 
 

 

「頭巾山青少年旅行」施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソフトボール場 

町営ホテル流星館 

バンガロー 

コンベンションホール 

テニスコート 

サッカー場 

バーベキュー施設 

京都府方面 

小浜市方面 

道の駅 

暦会館 

骨谷川 
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公募対象地別の募集条件等 

公募対象地８ 「頭巾山（とうきんざん）青少年旅行村」 

１ 提案を募集する観光誘客施設について 

・誘客効果が期待できる観光・商業施設等とします。宿泊施設を提案する場合は、価格帯や客

層等がおおい町内の既存の宿泊施設と明確に差別化できるものとしてください。 

・「観光誘客施設」整備後、運営にあたり地元食材を活用したメニューを導入して下さい。 

・「観光誘客施設」と一体的な整備・運営が必要な機能（緑地帯、休憩施設、駐車場など）も

含めて提案してください。 

・提案内容は日照や騒音など隣接する施設や民家等に影響を与えないものとしてください。 
 
２ 提案を募集する範囲、貸し付ける範囲について 

・提案を募集する範囲は物件調書に示す通りとします（骨谷川は除きます。）。 

・貸し付ける範囲、貸し付ける面積は、原則として「道の駅名田庄」および「暦会館」を除く

範囲とします。 

・貸し付けを受ける範囲を適切に維持管理するとともに周囲の景観と調和する美観を維持して

ください。なお、それらに要する費用は提案者が負担してください。  

・土地の貸付期限が到来した場合、あるいは公募対象地を借り受けて実施する事業を終了する

場合等は、原則として原状に復旧して返還してください。  
 
３ 接道について 

・「頭巾山青少年旅行村」は国道１６２号線および町道小和田２号線および町道旅行村線に面

しており、施設内道路も舗装されていますが、スポーツ施設への道路の幅員が狭く普通車・

マイクロバスは通行可能ですが、大型バスの通行は不可能です。 

・「頭巾山青少年旅行村」への出入りは、現在、国道１６２号から「道の駅名田庄の駐車スペ

ースを通行して入る方法や、町道和田２号線の橋を渡って国道１６２号から入る方法があり

ます。こうした既存の進入路を活用する方法や国道１６２号からの新たな進入路を整備する

方法などを提案することもできますが、いずれにしても県や町など関係者と協議することが

必要になります。 
 
４ 既存の建築物や工作物の取り扱いについて 

・提案する範囲にある既存の建築物や工作物の形状変更・移設・撤去、土地の造成を伴う提案

を行うことができます。 

・「コンベンションホール」は災害時の指定避難所になっています。提案される施設の内容を

踏まえておおい町と優先交渉権者の協議により決定します。 

・募集範囲内を通っている町道に施設等を設置したい場合、当該町道の機能回復等の方法につ

いておおい町と優先交渉権者の協議により決定します。 

・提案内容が「道の駅名田庄」（物産館、そば処よってっ亭、駐車場含む）や「暦会館」の今

後の施設運営に影響することが懸念される場合、県や町など関係者との協議が必要になりま

す。 
 
５ 法令に基づく制限について 

・エリアＡに流れる骨谷川周囲は砂防指定地域です。 

・エリアＡ、エリアＢには土砂災害警戒区域に含まれる場所があります。 

・開発面積が１０，０００㎡以上の場合は開発許可が必要になります。 

・提案する施設の整備、運営に必要な手続きをその他の各種法令に基づき適切に対応してくだ

さい。 
 
６ 異常気象時の通行規制について 

・接道である国道１６２号（公募対象地付近～京都府との県境区間）は、連続雨量が１５０ｍｍ
に達した場合、通行を規制（通行止）します。 
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